
ひとり親世帯臨時特別給付金
支給要件確認フローチャート
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👇 詳しい手続き方法については、別表の「フローチャートの結果」の該当項目をご確認ください

扶養人数
基準額

申請者（父母） 申請者（養育者） 扶養義務者
０人 3,114,000円 3,725,000円 3,725,000円
１人 3,650,000円 4,200,000円 4,200,000円
２人 4,125,000円 4,675,000円 4,675,000円
３人 4,600,000円 5,150,000円 5,150,000円
４人 5,075,000円 5,625,000円 5,625,000円
５人 5,550,000円 6,100,000円 6,100,000円

扶養人数
基準額

申請者 扶養義務者
０人 1,920,000円 2,360,000円
１人 2,300,000円 2,740,000円
２人 2,680,000円 3,120,000円
３人 3,060,000円 3,500,000円
４人 3,440,000円 3,880,000円
５人 3,820,000円 4,260,000円

※①年間収入基準額 ※②年間所得基準額

※６人以上いる場合は、１人増えるごとに475,000円を加算 ※６人以上いる場合は、１人増えるごとに380,000円を加算



フローチャートの結果
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【基本給付】申請不要

令和２年８月28日（金）
児童扶養手当に指定している口座に振込

※受給を希望されない方は、
・受給拒否の届出書…[ア]

※口座が解約等で振り込みができない状
況にある方は、
・口座登録等の届出書…[イ]

<提出方法>
直接窓口または郵送にて提出
<提出期限>
令和２年８月14日（金）
※郵送の場合は必着

【基本給付】申請が必要
<提出書類>
・基本給付申請書（年金受給者用）…［ウ］
・収入額申立書（年金受給者・本人）…[オ]
・収入額申立書（年金受給者・扶養義務者）…[カ]
・所得額申立書（年金受給者）…[キ]
＊[カ]は扶養義務者がいる場合必要
＊収入で申請する方は[オ][カ]
＊所得で申請する方は[キ]

・戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
※発行後1か月以内のもの

・平成30年中の収入額が分かるもの
※伊佐市に平成31年度所得申告済みの方は不要
ただし、非課税公的年金（遺族・障害年金）を受給
している方は、申告の有無にかかわらず、受給額が
分かる年金額改定通知書等の書類が必要。

※同居する扶養義務者がいる方は、その方についても
同様の書類が必要

・印鑑（シャチハタ不可）
・通帳またはキャッシュカードの写し
・本人確認書類（免許証、マイナンバーカード、身障者手帳等）
<提出方法>
直接窓口または郵送にて提出
<申請期限>
令和３年１月29日（金）※郵送の場合は必着

【基本給付】申請が必要
<提出書類>
・基本給付申請書（家計急変者用）…［エ］
・収入額申立書（家計急変者・本人）…[ク]
・収入額申立書（家計急変者・扶養義務者）…[ケ]
・所得額申立書（家計急変者）…[コ]
＊[ケ]は扶養義務者がいる場合必要
＊収入で申請する方は[ク][ケ]
＊所得で申請する方は[コ]

・戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
※発行後1か月以内のもの

・令和２年２月以降の任意の１か月の収入額がわ
かる書類の写し

(給与明細書、帳簿、公的年金額改定通知書など)
※同居する扶養義務者がいる方は、その方についても同様の
書類が必要

・印鑑（シャチハタ不可）
・通帳またはキャッシュカードの写し
・本人確認書類（免許証、マイナンバーカード、身障者手帳等）

<提出方法>
直接窓口または郵送にて提出
<申請期限>
令和３年１月29日（金）※郵送の場合は必着
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【追加給付】申請が必要
<提出書類>
追加給付申請書…[サ]
※児童扶養手当の現況届時
に聴取。
<提出方法>
現況届時か直接窓口または
郵送にて提出
<申請期限>
令和３年１月29日（金）
※郵送の場合は必着

【追加給付】申請が必要
<提出書類>
追加給付申請書…[サ]

<提出方法>
直接窓口または郵送にて提出

<申請期限>
令和３年１月29日（金）
※郵送の場合は必着

A B C D E

<支給額>
【基本給付】
１世帯 5万円
第２子以降ひとりにつき３万円加算

【追加給付】
１世帯 ５万円


